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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
芯部が繊維表面に露出しない複合形態である芯鞘複合繊維であり、鞘部が難燃樹脂、芯部
が赤外線反射樹脂で構成される繊維であって、難燃樹脂はリン濃度が２５００～２０００
０ｐｐｍであるリン系難燃成分を共重合させたポリエステルであり、赤外線反射樹脂は平
均粒子径が０．８～１．８μｍの酸化チタンを含むポリエステルであり、難燃樹脂と赤外
線反射樹脂の樹脂比率が８０：２０～２０：８０、ＬＯＩ値が３０以上、以下に示す遮熱
性（基準サンプルからの低下温度）が１．５℃以上であることを特徴とする合成繊維。
〔遮熱性〕
　合成繊維を２本双糸として、ウェール数が３０本／２．５４ｃｍ、コース数が６０本／
２．５４ｃｍの筒編地を作成し、比較サンプルとした。基準サンプルとして、難燃成分及
び赤外線反射成分を含まない以外は比較サンプルと同じものを準備した。温度２２℃、湿
度６０％の室内にて、平坦面に黒画用紙を配置し、黒画用紙の上方０．５ｃｍに、基準サ
ンプルを配置し、基準サンプルの上方５０ｃｍにレフランプを配置し、黒画用紙より下方
に接触した状態で温度計を設置する。レフランプから５００Ｗの光を照射し、３０分経過
したときの基準サンプルの温度を測定しＡ１とする。同様に、比較サンプルのレフランプ
３０分照射後の温度を測定し、Ｓ１とする。以下の式にて遮熱性を算出する。
　　遮熱性（℃）＝（Ａ１）－（Ｓ１）
【請求項２】
　難燃樹脂と赤外線反射樹脂との樹脂比率が６０：４０～３０：７０である請求項１記載
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の合成繊維。
【請求項３】
　請求項１または２記載の合成繊維を製編織したカーテン素材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、難燃性と遮熱性を有する合成繊維に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より清涼感を有する布帛、難燃性を有する布帛はそれぞれ数多く提案されている。
例えば、清涼感を有する布帛としては繊維の形状、加工方法、織組織、練り込み剤などの
工夫により、断熱効果を向上させる方法や繊維表面に銀メッキ加工を施した布帛で覆うこ
とによる赤外線反射させて遮熱する方法などもある。また、難燃性布帛としては、布帛に
難燃剤を塗布する方法などにより布帛に難燃性を付加しているものがある。
　例えば、特許文献１には、リン系の難燃性ポリエステル繊維からなる紡績糸とマルチフ
ィラメントをそれぞれ経糸、緯糸として用いた布帛に精錬、漂白、染色、乾燥、熱セット
を施し、その乾燥布帛表面に物理蒸着法によってステンレス鋼やチタンからなる光反射性
金属膜形成後、つや消し加工を施して遮熱及び難燃特性を有した布帛を得られることが記
載されている。
　特許文献２には、バインダー樹脂としてウレタン樹脂と導電性酸化亜鉛を含有する遮熱
剤とを含む所定の濃度の溶液にカーテン生地を浸漬、熱処理、固着させることにより遮熱
性カーテン生地を得られることが記載されている。
　特許文献３には、くびれのある異型断面の扁平糸で、平均粒径０．５～１．５μｍの酸
化チタンを全分散した単独繊維とすることより、遮熱性の優れたポリエステル原糸を得る
ことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１７４９７８号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４５１１５号公報
【特許文献３】特開２０１２－１１２０５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１では、リン系難燃性ポリエステル加工布帛にスパッタリング
法などの物理蒸着法が必要となり、コスト高となる。また、物理蒸着が故に、金属と樹脂
間との剥離などの欠点を及ぼすこともある。
　特許文献２の導電性酸化亜鉛粒子含有ウレタン樹脂をバインダーとし、そのバインダー
液にカーテン生地を浸漬したのものでは、ウレタンとカーテン生地の剥離の欠点がある。
また、ウレタン樹脂液に浸漬したものでは、耐候劣化による黄変が生じることが危惧され
る。
　特許文献３のくびれを含む扁平繊維に平均粒径０．５～１．５μｍの酸化チタンを全分
散した繊維は、紡糸や整経、織編、仮撚りなどの糸加工での治具、ローラー磨耗など問題
となる。
　なお、難燃性能を付与するために、布帛に難燃剤による難燃加工を施すことは、従来よ
く実施されているが、洗濯回数を繰り返すことにより性能が減退してしまう欠点がある。
【０００５】
　したがって、本発明は上記のような剥離、コスト高、工程通過性などの問題を解決し、
後加工によらずとも、遮熱性と難燃性を併せ持った合成繊維を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
  上記目的を達成するため、本発明は、　芯部が繊維表面に露出しない複合形態である芯
鞘複合繊維であり、鞘部が難燃樹脂、芯部が赤外線反射樹脂で構成される繊維であって、
難燃樹脂はリン濃度が２５００～２００００ｐｐｍであるリン系難燃成分を共重合させた
ポリエステルであり、赤外線反射樹脂は平均粒子径が０．８～１．８μｍの酸化チタンを
含むポリエステルであり、難燃樹脂と赤外線反射樹脂の樹脂比率が８０：２０～２０：８
０、ＬＯＩ値が３０以上、以下に示す遮熱性（基準サンプルからの低下温度）が１．５℃
以上であることを特徴とする合成繊維をその要旨とする。なお遮熱性は以下により求める
ことができる。
〔遮熱性〕
  合成繊維を２本双糸として、ウェール数が３０本／２．５４ｃｍ、コース数が６０本／
２．５４ｃｍの筒編地を作成し、比較サンプルとする。基準サンプルとして、難燃成分及
び赤外線反射成分を含まない以外は比較サンプルと同じものを準備する。温度２２℃、湿
度６０％の室内にて、平坦面に黒画用紙を配置し、黒画用紙の上方０．５ｃｍに、基準サ
ンプルを配置し、基準サンプルの上方５０ｃｍにレフランプを配置し、黒画用紙より下方
に接触した状態で温度計を設置する。レフランプから５００Ｗの光を照射し、３０分経過
したときの基準サンプルの温度を測定しＡ１とする。同様に、比較サンプルのレフランプ
３０分照射後の温度を測定し、Ｓ１とする。
以下の式にて遮熱性を算出する。
  遮熱性（℃）＝（Ｓ１）－（Ａ１）
  また、本発明の合成繊維において、難燃樹脂と赤外線反射樹脂との樹脂比率は６０：４
０～３０：７０であることがより好ましい。
　また本発明は、上記合成繊維を製編織したカーテン素材でもある。
【０００７】
　本発明の合成繊維によれば、難燃性と遮熱性の両方の特徴を持った合成繊維を提供でき
る。さらに、ウレタン樹脂のバインダー液へ浸漬することや、嵩高加工や銀メッキを施す
ことなく遮熱性が得られ、安価に清涼感を得ることができ、布帛への難燃後加工を施さず
とも難燃効果も合わせ持った合成繊維を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【０００９】
　まず、本発明の合成繊維は、難燃樹脂と赤外線反射樹脂から構成されている。
　難燃樹脂は、ポリエステル樹脂のみに限定されず、繊維形成可能な熱可塑性樹脂を選択
できる。例えば、ポリエステルとしては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ
ブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリアルキレンテレフタレートを主体とした芳香族
ポリエステルや、ポリ乳酸のなどの脂肪族ポリエステルポリ乳酸などが挙げられる。
　さらに、ポリアミド、ポリウレタン、ポリオレフィンなどの熱可塑性樹脂も使用できる
。
【００１０】
　本発明の合成繊維は、本発明の効果を損なわない範囲であれば一般的に使用される添加
剤、滑剤、艶消し剤、酸化防止剤、蛍光増白剤、制電剤、耐光剤などが含まれていても構
わない。
【００１１】
　本発明において、難燃樹脂は、難燃成分を含めばよく、例えば、リン系難燃成分を共重
合させた樹脂、リン系難燃剤と樹脂とのブレンドまたは混練によるコンパウンドが好適に
挙げられるが、特定されるものではない。
【００１２】
　本発明の合成繊維は、難燃成分としてリンを含む場合、良好な難燃性を維持させる点か
ら、樹脂内に含まれるリン濃度は、２５００～２００００ｐｐｍが好ましく、さらに好ま
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しくは６０００～１５０００ｐｐｍである。２５００ｐｐｍ未満では、難燃性が維持しづ
らくなる傾向がある上、紡糸操業性が低下する傾向がある。２００００ｐｐｍを超えると
紡糸性が低下する傾向がある。
　さらに繊維全体に換算したときのリン濃度は２０００～８０００ｐｐｍが好ましく、さ
らに好ましくは４０００～７０００ｐｐｍである。２０００ｐｐｍ未満では難燃性が維持
しづらくなる傾向がある上、紡糸操業性が低下する傾向がある。８０００ｐｐｍを超える
濃度では紡糸操業性が極端に低下する恐れがある。
【００１３】
　本発明において、赤外線反射樹脂は、ポリエステル樹脂のみに限定されず、繊維形成可
能な熱可塑性樹脂が選択できる。例えば、ポリエステルとしては、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリアルキレンテレフタレ
ートを主体とした芳香族ポリエステルや、ポリ乳酸のなどの脂肪族ポリエステルポリ乳酸
などが挙げられる。
　さらに、ポリアミド、ポリウレタン、ポリオレフィンなどの熱可塑性樹脂も使用できる
。
【００１４】
　赤外線反射樹脂は、赤外線反射成分を含んでいれば良く、赤外線を反射する成分を共重
合した樹脂でも良いし、赤外線反射剤をブレンド等により含ませた樹脂でも良い。
　赤外線反射剤としては、例えば、酸化チタン、酸化鉄、アルミニウム、錫鉛、金、銀、
錫をドープした酸化インジウム、アゾメチン基を有するアゾ色素、フタロシアニン系化合
物、アントラキノン系化合物、ポリメチン系化合物、ジインモニウム系化合物、ジシアニ
ン系化合物、金属錯体系化合物などが挙げられる。
　特に好適な赤外線反射剤としては、酸化チタンが挙げられる。
【００１５】
　赤外線反射剤としての酸化チタンの平均粒子径は、０．８～１．８μｍが好ましく、０
．８～１．５μｍのものがより好ましく、０．９～１．２μｍがさらに好ましい。
　このような酸化チタンの含有量は、３質量％以上が好ましく、より好ましくは、６質量
％以上である。上限は、紡糸操業性および繊維品質を考慮すると、２０質量％程度が好ま
しい。
【００１６】
　また繊維全体に対する上記の平均粒子径の酸化チタンの濃度は１８０００ｐｐｍ以上で
あることが好ましく、２００００～８００００ｐｐｍがより好ましく、さらに好ましくは
３５０００～７５０００ｐｐｍである。紡糸操業性、延伸操業性を考慮すると、８０００
０ｐｐｍ以下にすることが好ましく、良好な遮熱性を得る点からは、１８０００ｐｐｍ以
上、さらには２００００ｐｐｍ以上とすることが好ましい。
【００１７】
　なお、通常、合成繊維において、つや消し剤として用いる酸化チタンは、平均粒子径が
０．３μｍ程度であるが、０．８μｍ～１．８μｍと酸化チタンの平均粒子径を大きくす
ることによって、熱エネルギーに変換されやすい赤外線の波長（０．８～３μｍ）の光を
反射するため、遮熱効果を発揮できる。特に好ましくは、０．８～１．５μｍである。
【００１８】
　また、上記酸化チタンは、一次粒子径が０．５～２．０μｍのものであることが好まし
い。
【００１９】
　上記酸化チタンの結晶構造は、ルチル型が好ましい。なお通常繊維に用いる艶消し剤と
して用いる酸化チタンは一般的にアナターゼ型が多い。
【００２０】
　本発明の合成繊維は、上記の難燃樹脂と赤外線反射樹脂を組み合わせることにより得る
ことができる。
【００２１】



(5) JP 6355351 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

　難燃樹脂と赤外線反射樹脂とを組合せる方法としては、例えば、難燃樹脂と赤外線反射
樹脂をブレンドして単独糸とする、難燃樹脂と赤外線反射樹脂とを別々の口金から押し出
して複合紡糸することにより複合繊維とすることが挙げられる。
　前者の場合、粒径の大きい酸化チタンを赤外線反射樹脂に含有させた際、繊維表面に露
出してしまうおそれがあり、繊維表層部において難燃樹脂の難燃成分の濃度が下がるため
、難燃性能が低下する傾向にある。よって、粒径の大きい酸化チタンを用いる場合は、繊
維表層部に酸化チタンが露出しないような形態が取り易い後者のものが好ましい。
　後者の場合、繊維の複合形態としては、サイドバイサイド型、芯鞘型等、種々の形態を
挙げることができる。赤外線反射樹脂に粒径の大きい酸化チタンを含有させた場合、この
酸化チタンが繊維表面に露出し、難燃性能を低下することを防ぐ点からは、粒径の大きい
酸化チタンが繊維表面にできるだけ露出しない複合形態とすることが好ましい。
　特に好ましい複合形態としては、鞘部が難燃樹脂、芯部が赤外線反射樹脂で構成され、
芯部が繊維表面に露出しない形態が挙げられる。このような形態であれば、赤外線反射樹
脂に粒径の大きい酸化チタン含有させた場合でも、この酸化チタンが繊維表面に露出しな
いため、難燃性能が特に発揮し易くなり、また紡糸操業性、工程通過性も良好となる。
【００２２】
  本発明の合成繊維は、難燃樹脂と赤外線反射樹脂において、それぞれの樹脂比率（面積
比）が８０：２０～２０：８０が好ましく、より好ましくは、６０：４０～３０：７０で
ある。この範囲であると、赤外線反射樹脂が一定以上の面積をもつため、遮熱効果を奏し
易く、一定以上の濃度の難燃成分を含ませることで難燃性も得られ易い。
【００２３】
  鞘部に難燃樹脂、芯部に平均粒子径の大きい酸化チタンを含む赤外線反射樹脂を配置し
た複合繊維とする場合、繊維横断面において、鞘部と芯部の接合比率は、面積比で、８０
：２０～２０：８０が好ましく、より好ましくは６０：４０～３０：７０である。
  すなわち、芯部の比率が大きすぎると、平均粒子径の大きい酸化チタンを多く含むこと
になり、糸質の低下につながる恐れがあり、また難燃成分の割合が低下することにより難
燃性を十分に得ることができない恐れがある。
  また、鞘部の比率が大きすぎると、平均粒子径の大きい酸化チタンを含有している部分
が少なくなり、熱エネルギーとなりやすい３μｍ以下の波長の赤外線を反射しない部分が
多くなるため、遮熱効果を十分に得る点からは、上記の範囲とすることが好ましい。
  また繊維横断面において、難燃性、工程通過性、紡糸操業性を良好なものとする点から
、芯部は繊維表面に露出していないことが好ましい。
【００２４】
　本発明の合成繊維は難燃指標であるＬＯＩ値が３０以上である。
　ＬＯＩ値は、例えば、上述したようなリン濃度にすることや、上述したような芯鞘比率
を持つ芯鞘型複合繊維とすることにより、上記のＬＯＩ値とすることができる。
　尚、ＬＯＩ値は通常２６以上あれば、難燃性を有するとされている。但し、持続的な難
燃効果や難燃性能に耐久性を持たせるには、ＬＯＩ値を３０以上がよい。さらに好ましく
は３１以上である。
【００２５】
　本発明の合成繊維は、遮熱性が１．５℃以上である。
　遮熱性は、難燃成分及び赤外線遮熱成分が入っていない繊維からなる布帛（基準サンプ
ル）と測定対象の繊維からなる布帛（比較サンプル）を用いて、レフランプによる照射に
より、基準サンプルに対して、比較サンプルの温度が何℃低下するかを、後述のように測
定して算出し、「基準サンプル－比較サンプル」を遮熱性の値（℃）とする。
　本発明の合成繊維の遮熱性（基準サンプルからの低下温度）は１．５℃以上であり、さ
らに好ましくは３．０℃以上であり、低下温度が高ければ高いほど、遮熱効果に優れてい
る。遮熱性が１．５℃未満の場合、繊維を構成する赤外線反射樹脂による熱線反射効果は
得られず、遮熱効果は得られない。
【００２６】
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　次に、本発明の合成繊維の好適な製造方法について具体的に説明する。
　以下は、芯部に赤外線反射樹脂として、上記平均粒子径の酸化チタンを含有したポリエ
ステル、鞘部に難燃樹脂として、リン系の難燃成分を共重合した共重合ポリエステルを用
いた合成繊維の例である。
【００２７】
　まず、赤外線反射樹脂として、上記平均粒子径をもつ酸化チタンを３～２０質量％含有
したポリエステル樹脂、難燃樹脂として、上述したリン濃度を有するリン系の難燃成分を
共重合した共重合ポリエステルを準備する。
　これらの樹脂をそれぞれ溶融して、紡糸口金から吐出する。引き続き糸条を冷却して、
油剤を付与した後、未延伸糸を巻糸体に一旦巻き取る。その後、巻糸体に巻き取った未延
伸糸を引き出し、延伸した後、熱処理をして巻糸体に捲き取り、本発明の合成繊維を得る
ことができる。
【００２８】
　紡糸温度（紡糸口金から吐出する温度）としては、例えば、２７０～２９５℃が好まし
く、より好ましくは２８０～２９５℃である。
【００２９】
　紡糸速度（上記では未延伸糸を巻き取る速度）としては、例えば、８００～１８００ｍ
／ｍｉｎが好ましく、より好ましくは８００～１５００ｍ／ｍｉｎである。
【００３０】
　延伸速度としては、例えば、５００～１２００ｍ／ｍｉｎが好ましく、より好ましくは
６００～１０００ｍ／ｍｉｎである。　
【００３１】
　延伸工程での熱処理温度としては、例えば、１００～１８０℃が好ましく、より好まし
くは１２０～１６０℃である。
【００３２】
　上記は、未延伸糸を一旦巻き取った後に、延伸する方法（コンベンショナル法）を例示
したが、未延伸糸を一旦巻き取ることなく、延伸し、熱処理した後に巻き取る方法（直接
延伸方法）にて、本発明の合成繊維を製造してもよい。
　この場合、巻き取り速度は、３０００～４５００ｍ／ｍｉｎが好ましく、より好ましく
は、３０００～４０００ｍ／ｍｉｎである。
【００３３】
　本発明の合成繊維は、未延伸糸、半延伸糸（高配向き未延伸糸）、延伸糸等のいずれの
形態のものでもよい。
【００３４】
　上述した製造方法においては、延伸糸を得る方法を例示したが、高配向の未延伸糸を得
る場合は、上述したコンベンショナル法と同様に、樹脂を溶融した吐出した後、冷却し、
油剤を付与した後、第１ゴデッドロールに導き、その後、第１ゴデッドロールと等速の第
２ゴデッドローラーを経由して巻糸体に高配向の半延伸糸巻き取ることにより得ることが
できる。それぞれのゴデッドロールを等速の３０００～４５００ｍ／ｍｉｎ程度が好まし
く、より好ましくは、３０００～４０００ｍ／ｍｉｎである。
【００３５】
　本発明において、上記より得られた合成繊維をそのまま布帛に用いても良いが、仮撚り
加工、押し込み加工、ニットデニット加工など繊維が嵩高となるような加工を施してもよ
い。またこのような加工を施すことにより、より保温性が優れたものが得られ、また製編
織した場合、編み目や織り目を、密とすることができるため、より一層遮熱性が向上する
。
【実施例】
【００３６】
　以下に実施例を挙げて本発明を詳細に説明する。なお、本発明は以下に述べる実施例に
限定されるものではない。なお、実施例及び比較例中の測定方法は以下の通りである。
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【００３７】
Ａ．破断強度、破断伸度
　ＪＩＳ－Ｌ－１０１３に準じ、島津製作所製のＡＧＳ－１ＫＮＧオートグラフ引張試験
機を用い、試料糸長２０ｃｍ、定速引張速度２０ｃｍ／ｍｉｎの条件で測定する。荷重－
伸び曲線での荷重の最高値を繊度で除した値を破断強度（ｃＮ／ｄｔｅｘ）とし、そのと
きの伸び率を破断伸度（％）とする。
Ｂ．平均粒子径
　透過電子顕微鏡（日本電子社製  透過電子顕微鏡  ＪＥＭ－１２３０）を用いて写真撮
影し、自動画像処理装置（ＬＵＺＥＸ  ＡＰ(ニレコ（株）製)にて体積基準の水平方向等
分径を測定し、比重を計算して、重量平均の平均粒子径を求めた。
Ｃ．紡糸操業性・延伸操業性
　紡糸操業性および延伸操業性は、各工程の通過性良好であれば○、工程通過性が若干悪
いものを△、製糸不可であれば×とした。
Ｄ．ＬＯＩ値
　ＪＩＳ　Ｌ　１０９１法に準じて実施した。ポリエステル重合体を常法により紡糸延伸
して得た合成繊維の脱脂を行い、その繊維１ｇを長さ１０ｃｍのかせ巻きを作製し、検撚
器により長さ１０ｃｍの測定用サンプルを得た。その試験サンプルの限界酸素指数を試験
した。
Ｅ．遮熱性
　〈測定条件〉
　　温度：２２℃、湿度：６０％（室内）
　〈測定法〉
　合成繊維を２本双糸として、ウェール数が３０本／２．５４ｃｍ、コース数が６０本／
２．５４ｃｍの筒編地を作成し、比較サンプルとする。基準サンプルとして、難燃成分及
び赤外線反射成分を含まない以外は比較サンプルと同じものを準備する。温度２２℃、湿
度６０％の室内にて、平坦面に黒画用紙を配置し、黒画用紙の上方０．５ｃｍに、基準サ
ンプルを配置し、基準サンプルの上方５０ｃｍにレフランプを配置し、黒画用紙より下方
に接触した状態で温度計を設置する。レフランプから５００Ｗの光を照射し、３０分経過
したときの基準サンプルの温度を測定しＡ１とする。同様に、比較サンプルのレフランプ
３０分照射後の温度を測定し、Ｓ１とする。
遮熱性は以下の式にて算出する。
　遮熱性（℃）＝（Ａ１）－（Ｓ１）
【００３８】
〔実施例１〕
　芯部に平均粒子径１．０μｍの酸化チタンが含有した酸化チタン濃度４０質量％マスタ
ーバッチとポリエチレンテレフタレート（極限粘度ＩＶ＝０．６７０ｄｌ／ｇ）を酸化チ
タン粉末濃度として９質量％となるようにチップブレンドした。また鞘部の難燃樹脂はリ
ン濃度１０５００ｐｐｍの樹脂を使用し、繊維全体のリン濃度が２１００ｐｐｍに調整し
た。これらの樹脂を用いて、紡糸温度２９５℃にて丸型の吐出孔を有する紡糸口金から芯
鞘比率８０：２０（面積比）にて吐出した。引き続き糸条を冷却、給油し、１４００ｍ／
ｍｉｎにて未延伸糸を巻き取った。その後、未延伸糸を延伸倍率３.１５倍にて延伸し、
１３５℃で熱処理を施した後、８００ｍ／ｍｉｎにて捲き取り、繊度８４ｄｔｅｘ／２４
ｆの芯鞘複合繊維を得た。
【００３９】
〔実施例２〕
　繊度を２２ｄｔｅｘ／１ｆにしたことと、延伸倍率３．５９倍とした以外は実施例１と
同様に芯鞘複合繊維を得た。
【００４０】
〔実施例３、５、７、９、１０、比較例４、５〕
　芯鞘比率を表１のように変更した以外は実施例１と同様に芯鞘複合繊維を得た。
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〔実施例４、６、８〕
芯鞘比率を表１のように変更した以外は実施例２と同様に芯鞘複合繊維を得た。
【００４２】
〔比較例１〕
　酸化チタンなどの無機粒子を添加していないポリエチレンテレフタレート（極限粘度Ｉ
Ｖ＝０．６７０ｄｌ／ｇ）を、紡糸温度２９５℃にて丸型の吐出孔を有す紡糸口金から吐
出した。引き続き糸条を冷却、油剤を付与し、１４００ｍ／ｍｉｎにて未延伸糸を得た。
その後、未延伸糸を延伸倍率３.６３倍にて延伸し、１３５℃で熱処理を施してから、８
００ｍ／ｍｉｎにて捲き取り、繊度８４Ｔ／２４ｆの単独繊維を巻き取った。
【００４３】
〔比較例２〕
　繊度を２２ｄｔｅｘ／１ｆにしたことと、延伸倍率３．８０倍とした以外は比較例１と
同様に単独繊維を得た。
【００４４】
〔比較例３〕
　平均粒子径１．０μｍの酸化チタンが含有した４０重量％マスターバッチとポリエチレ
ンテレフタレート（極限粘度ＩＶ＝０．６７０ｄｌ／ｇ）を酸化チタン粉末濃度として９
.０質量％となるようにチップブレンドした。このブレンド樹脂を紡糸温度２９５℃にて
丸型の吐出孔を有す紡糸口金から吐出した。引き続き糸条を冷却、油剤を付与し、１４０
０ｍ／ｍｉｎにて未延伸糸を採取した。そして、ボビンを延伸倍率３.０倍にて延伸を実
施し１３５℃で熱処理を施してから８００ｍ／ｍｉｎにて捲き取り、繊度８４ｄｔｅｘ／
２４ｆの単独繊維を巻き取った。
【００４５】
〔比較例６〕
　難燃樹脂のリン濃度６０００ｐｐｍの樹脂を使用し、繊維全体のリン濃度が６０００ｐ
ｐｍに調整した。この樹脂を用いて、紡糸温度２９０℃にて丸型の吐出孔を有す紡糸口金
から吐出した。引き続き糸条を冷却、給油し、１４００ｍ／ｍｉｎにて未延伸糸を採取す
る。そして、ボビンを延伸倍率３.６３倍にて延伸し１３５℃で熱処理を施してから８０
０ｍ／ｍｉｎにて捲き取り、繊度８４ｄｔｅｘ／２４ｆの難燃単独繊維を巻き取った。
【００４６】
　得られた結果を表１に示す。
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【表１】

【００４７】
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　実施例１～１０から得られた、繊維全体のリン濃度２０００～９０００ｐｐｍで繊維全
体の平均粒径が１μｍの酸化チタンの濃度が１８０００～８００００ｐｐｍの合成繊維は
、ＬＯＩ値３０以上、遮熱性が２．０～５．３℃であり、難燃性及び遮熱性に優れたもの
であった。これらの合成繊維は、いずれも、強度３．７ｃＮ／ｄｔｅｘ以上、伸度３０．
０％前後であり、製編織に好適に適用できる。
　なお、実施例３～８のように、赤外線反射樹脂と難燃樹脂との樹脂比率が４０：６０～
７０：３０の範囲のものが、ＬＯＩ値、遮熱性、紡糸操業性、物性など特に優れていた。
　比較例１及び２から得られたポリエチレンテレフタレート単独の合成繊維は、難燃性が
得られないものであった。
　比較例３からなる平均粒径が１μｍの酸化チタンを含む赤外線反射樹脂のみからなる合
成繊維は、遮熱性能はあるものの難燃性、紡糸・延伸操業性が極端に低く、製編織の工程
通過性も不良だった。
　比較例４は鞘部の難燃樹脂の比率が小さく、難燃性能が十分でなかった。
比較例５は芯部の赤外線反射樹脂の比率が小さく、熱線や可視光線を反射する面積が極端
に小さくなるため、ほとんど遮熱効果が得られなかった。さらに紡糸操業性も悪くなる傾
向となった。
　比較例６は赤外線反射樹脂を含まないため、遮熱効果が得られなかった。
　このように、リン濃度の高い難燃樹脂を鞘部に配置すると難燃成分が少量であっても、
高い難燃性能を付与することができ、また鞘部の比率を小さくすることができるため、芯
部の比率を大きくし、熱線や可視光線などの波長の光を効率的に反射させることが可能と
なり、難燃性、遮熱性ともに高い繊維を提供できる。
【００４８】
　実施例１から得られた繊維を５０％の混率で布帛を製造し、ボイルカーテンとした。同
様に、実施例５から得られた繊維を用いてボイルカーテンを製造した。また同様に、比較
例１の繊維を、１００％用いて布帛を製造し、ボイルカーテンとした。これらのボイルカ
ーテンに火を翳したところ、実施例１、５から得られたボイルカーテンは少し焦げたのみ
であったのみ対し、比較例１から得られたボイルカーテンは燃えた。晴天下、実施例１、
５、比較例１から得られたボイルカーテンを、同様の条件で、室内の窓にかけて、２時間
経過した後に、室内の温度を測定した。実施例１、５から得られた繊維を用いたボイルカ
ーテンは、比較例１から得られたものと比べて、それぞれ、実施例１で５℃以上、実施例
６で３℃室内温度が低下し、いずれも遮熱性に優れたものであった。
【００４９】
　実施例２、４、６、８から得られた繊維をそれぞれ、５０％の混率で布帛を製造し、そ
れぞれをレースカーテンとした。同様に比較例２から得られた繊維を用いてレースカーテ
ンを製造した。これらのレースカーテンに火を翳したところ、実施例２、４、６、８から
得られたレースカーテンは少し焦げたのみであったのみ対し、比較例２から得られたレー
スカーテンは燃えてしまった。晴天下、実施例２、４、６、８、比較例２から得られたボ
イルカーテンを、同様の条件で、室内の窓にかけて、２時間経過した後に、室内の温度を
測定した。実施例２から得られた繊維を用いたレースカーテンは、比較例１から得られた
ものと比べて、５℃、室内温度が低下し、遮熱性に優れていた。また実施例４、６、８か
ら得られたレースカーテンは、それぞれ、比較例２のものと比べて、２～４℃室内温度が
低下し遮熱性は良好であった。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　難燃と遮熱性を有し、長期間持続して使用できる点から、ブラインドカーテン、ボイル
カーテン、遮熱・難燃カーテン、レースカーテンなどのカーテン素材や網戸などに利用が
期待される。
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